
　　
国
公
労
連
は
、
昨
年
12
月
の

第
１
１
５
回
拡
大
中
央
委
員
会

で
、
「
不
利
益
遡
及
」
裁
判
の

目
的
と
し
て
、
次
の
３
点
を
確

認
し
て
い
ま
す
。

　
①
　
公
務
員
労
働
者
の
労
働

基
本
権
制
約
の
違
憲
性
を
司
法

の
場
で
争
う
労
働
基
本
権
確
立

の
運
動

　
②
　
法
の
ル
ー
ル
や
労
働
者

の
基
本
的
人
権
を
無
視
し
た
リ

ス
ト
ラ
「
合
理
化
」
が
横
行
す

る
社
会
状
況
に
、
一
石
を
投
じ

る
働
く
ル
ー
ル
確
立
の
運
動

　
③
　
「
賃
下
げ
、
遡
及
実
施
」

へ
の
怒
り
を
裁
判
闘
争
の
具
体

的
な
形
で
示
す
大
衆
的
な
運
動

　
政
府
が
進
め
る
「
公
務
員
制

度
改
革
」
で
は
、
公
務
員
の
労

働
基
本
権
制
約
の
「
現
状
を
維

持
」
す
る
と
し
て
い
ま
す
（
「
公

務
員
制
度
改
革
大
綱
」
01
年
12

月
25
日
閣
議
決
定
）
。
02
年
11

月
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ(

国
際
労
働
機
関
）

勧
告
は
、
そ
の
閣
議
決
定
の
「
再

考
」
を
求
め
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

日
本
の
公
務
員
制
度
が
、
Ｉ
Ｌ

Ｏ
条
約
等
が
定
め
る
「
結
社
の

自
由
原
則
」
に
違
反
を
し
て
い

る
と
の
認
識
を
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
示
し

た
か
ら
で
す
。

　
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
勧
告
が
、
今
回
の

裁
判
と
も
関
連
す
る
部
分
は
、

次
の
点
で
す
。

　
①
　
国
の
行
政
に
直
接
従
事

し
な
い
公
務
員
へ
の
、
結
社
の

自
由
原
則
に
沿
っ
た
団
体
交
渉

権
及
び
ス
ト
ラ
イ
キ
権
の
付
与

　
②
　
団
体
交
渉
権
及
び
ス
ト

ラ
イ
キ
権
が
制
限
又
は
禁
止
さ

れ
る
労
働
者
に
関
し
十
分
な
代

償
を
行
う
た
め
の
適
切
な
手
続

及
び
機
関
の
設
置

　
こ
の
よ
う
に
、
「
公
務
員
だ

か
ら
」
と
い
う
理
由
で
団
体
交

渉
権
、
ス
ト
ラ
イ
キ
権
が
制
約

さ
れ
る
こ
と
の
「
違
法
性
」
、

そ
れ
ら
が
制
約
さ
れ
続
け
て
い

る
も
と
で
の
代
償
措
置
（
人
事

院
勧
告
制
度
）
の
不
十
分
性
を

指
摘
し
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
日
本
政
府
は
、
Ｉ

Ｌ
Ｏ
勧
告
の
受
け
入
れ
を
「
拒

否
」
し
て
い
ま
す
。

 

そ
の
理
由
と
し
て
「
ス
ト
ラ

イ
キ
全
面
一
律
禁
止
」
を
合
憲

と
し
た
最
高
裁
判
決
（
全
農
林

警
職
法
事
件
な
ど
）
を
持
ち
出

し
て
い
ま
す
。
最
高
裁
の
「
合

憲
」
判
決
の
要
点
は
、
次
の
よ

う
な
も
の
で
す
。

　
①
　
法
律
に
よ
る
身
分
・
勤

務
条
件
の
規
定
（
法
定
さ
れ
た

勤
務
条
件
の
享
有
）

　
②
　
勤
務
条
件
に
か
か
わ
る

人
事
院
の
内
閣
、
国
会
へ
の
勧

告
（
人
事
院
勧
告
制
度
の
存
在
）

　
③
　
行
政
措
置
要
求
、
不
利

益
処
分
の
不
服
審
査
（
の
存
在
）

　
先
の
「
公
務
員
制
度
改
革
大

綱
」
も
、
同
じ
立
場
か
ら
、
「
労

働
基
本
権
制
約
の
現
状
維
持
」

を
決
定
し
て
い
ま
す
。

　

  

「
民
間
賃
金
実
態
調
査
↓
人

事
院
勧
告
↓
国
会
で
の
法
律
の

成
立
」
、
こ
れ
が
公
務
員
労
働

者
の
労
働
条
件
決
定
の
仕
組
み

で
す
。
公
務
員
の
意
見
、
異
議

が
入
り
込
む
余
地
は
ほ
と
ん
ど

あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
働

い
た
結
果
に
支
払
わ
れ
た
賃
金

を
後
か
ら
取
り
返
す「
調
整
」が
、

い
と
も
簡
単
に
行
わ
れ
た
の
で

す
。
公
務
員
労
働
者
の
「
人
間

ら
し
く
働
く
権
利
」
を
守
る
仕

組
み
と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。

「
（
労
使
間
の
）
自
主
的
交
渉
の

た
め
の
手
続
の
十
分
な
発
達
及

び
利
用
の
奨
励
」（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
第

98
号
条
約
第
４
条
）
に
そ
う
仕

組
み
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
「
賃
下
げ
、
遡
及
実
施
」
は
、

不
利
益
遡
及
と
い
う
「
脱
法
行

為
」
が
一
方
的
に
行
わ
れ
て
も
、

公
務
員
は
何
ら
の
異
議
を
申
し

立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
す

な
わ
ち
公
務
員
労
働
者
が
無
権

利
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と

を
あ
ら
た
め
て
表
面
化
さ
せ
ま

し
た
。

　
そ
し
て
、
政
府
は
、
こ
う
し

た
状
況
を
あ
ら
た
め
る
検
討
す

ら
放
棄
し
て
い
る
こ
と
が
、
「
公

務
員
制
度
改
革
」
な
ど
で
明
ら

か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
も
の
言
え
ぬ
公
務
員
」
で

あ
り
続
け
る
こ
と
を
、
国
公
労

連
は
拒
否
し
ま
す
。
今
回
の
裁

判
闘
争
で
も
、
こ
の
点
を
最
大

重
視
し
、
国
民
世
論
に
訴
え
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
裁
判
の
具
体
的
な
内

容
は
、
労
働
運
動
の
一
環
と
し

て
、
専
従
以
外
の
組
合
員
の
中

か
ら
原
告
（
１
０
０
人
程
度
）

を
立
て
、
国
公
労
連
（
行
政
職

部
会
）
を
原
告
の
「
選
定
代
理

人
」
（
民
事
訴
訟
法
第
30
条
第

１
項
）
と
し
て
、
「
不
利
益
遡

及
分
」
（
02
年
12
月
の
一
時
金

で
の
「
調
整
額
」
）
の
損
害
賠

償
を
争
う
も
の
で
す
。

　
こ
れ
は
、
組
合
員
の
総
意
で

裁
判
闘
争
を
進
め
る
「
か
た
ち
」

も
考
え
た
結
果
で
す
。
実
質
的

に
も
、
法
人
で
あ
る
国
公
労
連

が
、
「
当
事
者
」
と
し
て
国
と

争
う
裁
判
闘
争
を
考
え
て
い
ま

す
。

　
裁
判
の
目
的
は
、
最
初
に
述

べ
た
と
お
り
で
す
。
実
際
の
裁

判
は
損
害
賠
償
請
求
で
す
が
、

労
働
基
本
権
制
約
の
違
法
性
を

司
法
の
場
で
争
う
と
同
時
に
、

公
務
員
労
働
者
の
労
働
基
本
権

確
立
の
必
要
性
と
正
当
性
を
社

会
的
に
ア
ピ
ー
ル
し
、
職
場
か

ら
権
利
闘
争
を
強
め
る
運
動
の

契
機
に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

　
原
告
と
な
っ
た
組
合
員
に
は
、

職
場
の
内
外
で
、
労
働
基
本
権

確
立
運
動
の
先
頭
に
立
っ
て
い

た
だ
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま

す
。

　
労
働
基
本
権
の
確
立
を
め
ざ

す
運
動
は
、
「
Ｉ
Ｌ
Ｏ
勧
告
に

そ
っ
た
公
務
員
制
度
の
確
立
」

を
求
め
る
対
政
府
闘
争
が
主
軸

で
す
し
、
賃
金
引
き
下
げ
反
対

も
含
め
た
賃
金
闘
争
は
、
春
闘

か
ら
の
た
た
か
い
の
強
化
が
中

心
で
す
。
財
政
的
に
は
、
通
常

の
組
合
費
の
中
で
、
目
的
達
成

を
最
大
限
追
求
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　
　
　
　
（
２
面
に
つ
づ
く
）
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昨
年
12
月
の
一
時
金
支
給
の
日
、
仲
間
た
ち
の
怒
り

が
職
場
に
あ
ふ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
昨
年

夏
の
「
マ
イ
ナ
ス
人
勧
」
に
よ
る
賃
下
げ
分
が
一
時
金

の
期
末
手
当
で「
減
額
調
整
」さ
れ
た
か
ら
で
す
。

　
国
公
労
連
は
、
こ
う
し
た
「
不
利
益
遡
及
」
を
断
じ
て

許
さ
な
い
た
め
、国
を
相
手
に
裁
判
闘
争
を
行
い
ま
す
。

こ
の
権
利
裁
判
を
支
え
る
た
め
、「
コ
ー
ヒ
ー
１
杯
分

（
３
０
０
円
）
の
カ
ン
パ
」
へ
の
絶
大
な
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

「
不
利
益
遡
及
」は
許
さ
な
い

権
利
裁
判
に
カ
ン
パ
の
協
力
を

裁
判
の
目
的

裁
判
の
進
め
方

日
本
の
公
務
員
制
度
は

Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
に
違
反

公
務
員
の
働
く
権
利
を

ふ
み
に
じ
る
現
行
制
度

労
働
基
本
権
確
立

運
動
を
特
に
重
視

カ
ン
パ
の
規
模
等

の
考
え
方

今
回
の
裁
判
と

Ｉ
Ｌ
Ｏ
勧
告
と
の
関
連
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公
務
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Ｏ
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正
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ア
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ル

権
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の
正
当
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を

社
会
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ア
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権
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確
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の
正
当
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を

社
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カ
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賃下げの悪循環を断ち切れ！とデモでアピール（2002年7月3日の中央行動）


